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融資対象者

東日本大震災で被災した漁船等船舶を、建造、修繕する事業者

融資対象地域

第１回：北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県

第２回：岩手県、宮城県、福島県

融資予定金額

第１回：50億円　

第２回：50億円　

利率と限度額

融資利率：０％

融資限度額：１事業者300万円以上、10万円単位で１億円以内

金融機関窓口での融資申込受付期間

　　第１回：2011年（平成23年）08月 01日（月）～08月 31日（水）

　　第２回：2011年（平成23年）11月 15日（火）～12月 30日（金）

　　申込事業者の方は、金融機関での審査必要期間を考慮して、早目に金融機関へご相談ください。

金融機関から当財団への貸付申込期限

第１回　2011年（平成23年）9月15日（木）（必着）

第２回　2012年（平成24年）1月16日（月）（必着）

貸付決定通知（予定）

第1回：2011年（平成23年）10月 12日（水）

第2回：2012年（平成24年）02月 08日（水）

資金実行日（予定）

第1回：2011年（平成23年）11月 09日（水）

第2回：2012年（平成24年）03月 07日（水）

その他

融資取扱金融機関へは、財団から、未償還貸付残高に対し年1.6％相当を支給する。

実　施　要　領�
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◆ 災害支援資金　借入のしくみと手続き ◆

１．日本財団がボートレースの収益金によって行う「造船関係貸付事業」は造船関係事業者ならび船舶

建造等事業者に対し、運転資金や設備の新設・更新・修繕等に必要な資金を長期・低利で融資する

制度です。

　この手引きでは、東日本大震災により被災した、漁船・交通船等の所有者に対し、復旧のための

建造・修繕等に必要な資金である「災害支援資金」について記載します。

２．融資の方法は上記事業者の方々のお申込みにより、融資を必要とする資金を、当財団が金融機関に

貸付け、貸付けを受けた金融機関が、その資金を事業者の方々に融資するという仕組みで行われま

す。そのあらましは次のとおりです。

３．手続きの流れ

①申込者は、取扱金融機関の窓口に融資を申し込みます。財団所定の借入計画書等の書類提出が必

要です。

＊金融機関には県信漁連および信用事業を営む県漁協も含みます。

＊取扱金融機関の詳細は本冊子P４記載の融資取扱金融機関を参照

②金融機関は、申込者の事業計画、返済能力等についての審査を行い、融資に応じても問題ないと

判断した申込者について、全店分を取り纏めて、申込者から提出を受けた借入計画書等の必要書

類に、財団所定の貸付申込書兼融資内諾通知書を添えて、所定の期日までに当財団へ提出しま

す。

③財団は申込事業者の借入計画書、金融機関の貸付申込書兼融資内諾通知書等について審査した上

で、貸付を決定します。なお、申込金額が予定を上回った場合は、申込事業者の中で抽選を行い、

融資対象事業者を決定します。

④貸付の決定については当財団から申込事業者に通知します。

金融機関に対しては、当財団の貸付業務の委託先である株式会社商工組合中央金庫（以下「商工

組合中央金庫」という）を通じて通知します。

⑤金融機関は、金銭消費貸借契約証書等を商工組合中央金庫へ提出します。

⑥商工組合中央金庫を通じて金融機関に資金が交付されます。

⑦資金交付を受けた金融機関から事業者に資金が融資されます。
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◆ 災害支援資金の融資条件 ◆

1 融資対象者

東日本大震災で被災した船舶建造等事業者のうち、日本財団が、特に必要あると認めた地域所在

の事業者の方。

（1）第1回

（イ）対象地域の範囲

北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県。

（ロ）事業者の範囲

（a）漁業を営む個人及び法人

（b）沿岸離島航路および港湾内の交通船を運航する事業者（地方公共団体は除く）

（c）水産業協同組合法（昭和23年 12月 15日法律第242号）に基づいて設立された信用

事業を営む漁業協同組合（組合員への転貸を含む）

（d）その他罹災した船舶の所有者

（2）第2回

（イ）対象地域の範囲

岩手県、宮城県、福島県。

（ロ）事業者の範囲

第1回と同じ

2 融資金の使途

東日本大震災で罹災した漁船等船舶の代替船建造、修繕等（造船所までの運搬費用含む）に必要

な資金。

ただし、日本国内の造船関係事業者において建造、修繕等を行うものに限る。

なお、後記 6  に定める金融機関から融資を受ける事業者が信用事業を営む漁業協同組合である

場合は、その組合員が建造、修繕等のために必要とする資金を、同条件でその組合員へ転貸する

場合も含むものとする。

3 融資金の限度額

（1）融資金額は、所要資金額の100％を超えないものとする。但しその額は1事業者につき、300

万円以上10万円単位で1億円を限度とする。

（2）漁業協同組合がその組合員に転貸する場合にあっては、1組合員に対する転貸の額は１億円

を限度とする。
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4 融資条件

（1）融資金の利率は、年0パーセントとする。

（2）融資金の融資期間は、15年以内とする。

（3）融資金の償還については、2015年 4月 14日まで据置くものとする。

（4）融資金の償還方法は、割賦償還とする。

5 提出書類

（1）災害支援資金借入計画書　＊

（2）対象船の罹災証明書

（3）罹災した船の漁船原簿謄本または船舶登記簿謄本

（4）所属漁協発行の組合加入証明書

（5）住民票（法人の場合は商業登記簿抄本）

（6）印鑑証明書

（7）船舶建造、修繕工事契約書（写）

　　修繕の場合は工事契約書（写）に代えて、内容の分かる見積書（写）および請書（写）でも可

（8）建造許可証（写）

（9）直近3期分の決算書又は確定申告書（写）

（10）会社経歴書又は会社案内（法人の場合）

（11）貸付申込書兼融資内諾通知書（金融機関が作成して提出する）

＊災害支援資金借入計画書ご提出の際の留意点

1．災害支援資金借入計画書は、融資申込をする事業者が作成し、金融

機関を経由して当財団に提出していただくものです。

2．災害支援資金借入計画書の作成には、当財団発行の別冊様式をご使

用下さい。災害支援資金借入計画書の用紙は当財団のホームページ

にも掲示してありますので、必要に応じて印刷してご使用ください。

6 融資取扱金融機関

下記（1）（2）の金融機関に限ります。

（1）株式会社日本政策金融公庫の中小企業事業の代理店となっている、銀行、信用金庫、信用組

合等。

（2）農林中央金庫、北海道信用漁業協同組合連合会、青森県信用漁業協同組合連合会、岩手県信

用漁業協同組合連合会、宮城県漁業協同組合連合会、福島県信用漁業協同組合連合会、茨城

県信用漁業協同組合連合会、千葉県信用漁業協同組合連合会。

7 融資の決定

当財団は、借入計画書、貸付申込書等を審査のうえ融資を決定します。

融資決定者には直接当財団から、また融資取扱金融機関には当財団の貸付業務の委託

先である商工組合中央金庫を経由して通知いたします。
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◆ 融資後の手続について ◆

1 融資対象船舶への表示について

ボートレース資金が造船関係事業の振興に有効に活用されていることを、一般に周知していただ

くために、当該船舶が日本財団のボートレース交付金融資船舶であることを、以下の表示方法に

従って明確に表示してください。

なお、「完了報告書」のご提出の際に、写真を添付してください。

＜表示方法＞

当財団からお送りする所定の表示板（またはステッカー）を、可能な限り目立つ場所（例えば

船首、船尾等の船名表示の周辺、操舵室など）に固定掲示してください。

＜表示板のサイズ＞

大：タテ・ヨコ405ｍｍ・厚さ10ｍｍ　アクリル製・・・・20トン以上の船

中：タテ・ヨコ230ｍｍ・厚さ1ｍｍ　アルミ製・・・・5トン以上20トン未満の船

小：タテ140ｍｍ・ヨコ460ｍｍ　耐水ステッカー・・・・5トン未満の船

＊大、中は、取り付けについて、必要な場合は事前に造船所へ連絡しておいて下さい。

　　

2 完了報告書の提出について

完了後1カ月以内に「完了報告書（P.６～P.８）を提出してください。

完了日とは対象船舶の引渡を受けた日です。

3 融資対象船舶の内容変更等について

（1）貸付決定後、当初の完了期限までの間に、対象船舶の内容を変更する必要が生じた場合は、

あらかじめ当財団に変更の内容を説明して承諾を得て下さい。変更が認められない場合、貸

付実行前のときは貸付決定の取消し、貸付実行後のときは、貸付金を返還していただくこと

になりますのでご注意下さい。

（2）何らかの事情で当初期限内に完了出来なくなった場合は、変更申請の手続きが必要ですので、

あらかじめ当財団に延長の理由を説明し、指示を受けて下さい。
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実印�

�

�

公益財団法人　日 本 財 団  御中 �

�

　　　　　　　　　　　　　　　所   在   地�

　　　　　　　　　　　　　　　事 業 者 名�

　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名�

�

�

�

　標記について、下記のとおり建造・修繕が完了したので、別添必要書類を添えて報告いたします。　�

　�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記�

　１． 船　舶　の　概　要 …………………………………　別紙No.１のとおり�

　２． 支払状況等一覧表 …………………………………　別紙No.２のとおり�

2011 年度災害支援資金融資対象船舶の完了報告書�

�

◆ 完了報告書への添付書類 ◆

１．完成写真（２枚）

１枚目は全景写真を、２枚目は当財団から送付する融資対象船舶の表示板

の設置場所の写真を、任意の台紙に貼付し、下部に船名を記入してくださ

い。

２．請求書（写）・領収書（写）

３．受渡書（写）

４．漁船原簿謄本又は所有権保存登記済権利証書（写）

５．最寄駅から貴社への地図、ならびに船舶の係留場所への地図

（注）完了報告書が提出されてから、全ての事業者を対象に書面確認を実施し、

必要に応じて、当財団の職員が貴社等へ出向いて船舶の確認を行います。
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1 事務取扱要領について

　「災害支援資金貸付制度」に係る取扱金融機関における事務の取扱にあたっては、この手引書記

載以外の多くの事項については、当財団が定めている2011年度造船関係事業資金貸付制度　事務

取扱要領　に従って処理していただく必要がありますので、必ず別冊の事務取扱要領をご確認の

上お取扱下さい。

＜事務取扱要領の主な記載事項＞

・貸付実行　P.７～８

・貸付金の回収（約定償還、繰上償還、など）　P.８～９

・融資金の管理　P.９～ 10

・諸届・報告等　P. 10～ 11

・貸付金の利息の支払方法及び計算方法　P. 15

・主な記載書式

金銭消費貸借契約証書　P. 23～ 25

融資実行報告書　P. 27

融資残高報告書　P. 28

繰上償還連絡書　P. 31

取引先要項届　P. 33

2 貸付申込書兼融資内諾通知書の取扱について

１．貸付申込書兼融資内諾通知書は金融機関が作成して、受付期限迄に金融機関から当財団に提

出していただくものです。

２．貸付申込書兼融資内諾通知書は、この「手引書P. 14」記載の様式をご使用下さい。

３．貸付申込書兼融資内諾通知書は、申込事業者1者につき1通作成していただきます。

４．当財団への提出は、取扱支店単位ではなく必ず本部の取り纏め部署で、全店分を取り纏めの

うえ、融資内諾先取り纏め一覧表（本手引書P. 15）を添付してご提出下さい。

５．貸付金と融資金の償還期限は同日にして下さい。

６．貸付金の借入希望日は下記の日付をご記入下さい。

第１回受付分：2011年 11月９日

第２回受付分：2012年 03月７日

７．貸付条件、融資内容等の記入方法は後記 3  記載の金銭消費貸借契約証書の記入方法に準じ

て記入してください。

８．貸付申込書兼融資内諾通知書の発行者名は支店代表者でも構いません。

取扱金融機関の皆様へ�
（このページ以降は、金融機関の皆様向けの説明です）�
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3 金銭消費貸借契約証書の取扱および記入方法について

１．金融機関が当財団より借入れる資金について、金融機関から当財団宛に、当財団所定の金銭

消費貸借契約証書を差し入れていただきます。

２．金銭消費貸借契約証書は資金実行の７営業日前までに商工組合中央金庫の取次店へ提出して

いただきます。

３．金銭消費貸借契約証書は、融資先１事業者毎に１通作成して下さい

４．.金銭消費貸借契約証書には、この手引書記載の①「融資金の使途」、（P. 17）②「元利金支

払内訳表」、（P. 20）③「災害支援資金に関する確認書」、（P. 13）を、①②③の順に綴じ込

み、継印をして下さい。

５．金銭消費貸借契約証書に添付する「融資金の使途」、「元利金支払内訳表」、「災害支援資金に

関する確認書」は、日本財団の代理店である商工組合中央金庫から送付する貸付決定交付一

覧表と一緒に同封されたものを必ず使用して下さい。（印字されている金額等内容確認のう

え）

６．貸付実行予定日時点で3カ月を経過しない、金融機関の印鑑証明書、商業登記簿抄本、を添

付して下さい。（金銭消費貸借契約証書1通毎に各1通）・・・（注1）

７．金銭消費賃借契約証書前文２行目の造船関係事業　　　　資金を融資するための空欄部分に

は災害支援と記入して下さい。

８．第1条（借入要項）の記載方法について

（1）の金額と（6）（イ）の融資額は同額です。

（3）の利率は　年0.1パーセントと記入して下さい。

（6）（ハ）の　融資金の利率は　年０パーセントと記入して下さい。

（6）（ニ）の　融資金の償還期限は、貸付金の償還期限と必ず合わせ、

４月15日または10月 15日の定期日で設定して下さい。

（2026年 10月 15日が最長です。）

（6）（ホ）の　融資金の据置期間は

貸付金の据置期間と同じです。

第1回受付分は41カ月、第2回受付分は37カ月と記入して下さい。

（据置は2015年４月14日までです。）

（6）（へ）の融資金の償還方法は

割賦償還（印刷済）として下さい。

（注1）別冊の事務取扱要領（P. 10）記載の8-1印鑑届[継続取引用]および念書の提出、に従って、

印鑑届（取次店備付けの所定のもの）と念書（事務取扱要領P. 32記載の第９号補助様式）を

提出していただくことにより、個別貸付の都度に代表者印鑑証明書、登記簿抄本を提出する

ことは不要となります。
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4 融資取扱経費支給について

　当財団が金融機関に対して支給する融資取扱経費の支給方法及び計算方法は次のとおりです。

（１）支給方法

（a）融資取扱経費は、金融機関からの申請に基づき、毎年４月15日、および10月15日までの分

を当該日から30日以内に、支給します。

（b）融資取扱経費の最終償還年までの各年4月、10月毎の支給予定金額は、災害支援資金融資取

扱経費支給予定表（本手引書P. 19）により、金融機関へお知らせします。（支給予定表は融

資先毎に1通作成され、金融機関別の合計表とともに、初回の支給申請提出時までに送付い

たします。）

（c）金融機関は、融資取扱経費支給申請書（本手引P. 18記載）を毎年３月末日、および９月末

日までに当財団へご提出下さい。

申請がない場合は、融資取扱経費は支給致しませんのでご注意下さい。

（d）融資取扱経費支給申請書の送付先は本手引冊子の裏面記載の問合せ先と同じです。

（e）融資取扱経費の支給申請があった場合に、当財団においてその申請が適当であると認めたと

きは、当財団は、届出済の「取引先要項届」（事務取扱要領P. 33第 10号補助様式）による

金融機関指定の預金口座へ代理店から振込扱いにて支給します。

（２）計算方法

（a）融資取扱経費の計算方法は、年利計算法によるものとし、その期間が６月に満たない場合は、

１年日割計算法によるものとする。

（b）融資取扱経費の円単位未満の端数は、切り捨てるものとする。ただし、融資取扱経費の金額

が円単位未満の場合は、これを切り捨てるものとする。

（３）計算式

（a）年利計算法

６月の場合の融資取扱経費＝未償還元金×年1.6パーセント×1/2

（b）１年日割計算法

６月に満たない場合の融資取扱経費＝未償還元金×日数/365×年1.6パーセント

（分母は閏年の場合も365日とする）

（注）融資取扱経費の支給日が、日本財団または金融機関の休日に該当したときは、支給日は、そ

の休日の直後の日本財団及び金融機関双方の営業日とする。

（４）確認書の提出

融資取扱経費の支給を受けようとする金融機関は、災害支援資金に関する確認書（本手引書

P. 13）に代表者印を押捺して、金銭消費貸借契約証書といっしょに当財団へ提出して下さい。

なお印紙（200円）の貼付と割印を失念しないようにして下さい。



－ 12 －

5 貸付金と融資金の償還方法について

１．融資金の償還方法は、貸付金の償還方法と同じが原則です。ただし融資金の償還方法につい

て、漁業種類によって水揚げ時期に偏りがある等の事情を勘案して、原則とは異なる償還方

法とする場合は、あらかじめ当財団に相談のうえ、貸付申込書兼融資内諾通知書の融資金の

償還方法の記入箇所にその内容を記入して下さい。

　　　なお、その場合の償還方法は割賦償還とし、据置期間満了後最終償還期限までの間、毎年

1回以上の割賦償還となるように定めて下さい。

２．貸付金の償還方法は、融資金について原則と異なる償還方法とした場合でも、据置期間満了

後の、毎年4月15日および10月15日の定期日に割賦償還し、期限に完済とします。（貸付

金の具体的な償還額の計算方法等は別冊の事務取扱要領P. 5の記載に従って下さい）

３．償還期限は最長で2026年10月15日です。それより短く設定する場合は、据置期間（2015年

４月14日まで据置）経過以降の４月15日または10月 15日の定期日に合わせて設定してく

ださい。

6 融資実行報告書の提出について

　金融機関は融資実行日（貸付実行日から可及的速やかに融資先へ融資を行い、遅くとも15日以

内に融資すること）から７日以内に融資実行報告書（事務取扱要領P. 27第４号様式）１部を商

工組合中央金庫の取次店に提出してください。

7 繰上償還の取扱について

　繰上償還を行う場合は、別冊の事務取扱要領P. ９記載の手順に従っていただきますが、毎年

４月２日、10月２日については、定期償還及び融資取扱経費の支給準備のため、繰上償還の取扱

は出来ません。

8 融資先の倒産など

　融資先が支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別

清算開始の申立てもしくは手形交換所の取引停止処分を受けたときあるいは事業を廃止したとき

は、原則として貸付金は全額繰上償還していただきます。

9 融資残高報告書の提出について

　金融機関は、毎年２回、４月15日及び10月15日現在（休日のときは翌営業日現在残高）で融

資残高報告書（事務取扱要領P. 28第５号様式）１部を作成し、金銭消費貸借契約証書記載の報

告期限（30日以内）に拘らず、取次店に前者の場合は４月30日、後者の場合は10月31日（必着）

までに提出して下さい。報告書の代表者氏名は金融機関の代表者とし、複数支店での取扱がある

等で合計総括表を作成添付したときは、各葉への代表者押印は省略することができます。
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第1条　貴財団から借り受けた「災害支援資金」に基づき当行が行う融資については、貴財団の「規

程」附則３の二（8）に定める貸付金の運用基準に従って融資を行います。�

�

第 2条　貴財団の「規程」附則３の二（6）の定めに基づき、貴財団が当行に対して支給する融資

取扱経費の支給率は、当行が貴財団から借受けた「災害支援資金貸付金」（延滞金を除く）に

対し年 1.6 パーセントとします。�

�

第 3条　貴財団が当行対して支給する融資取扱経費は、毎年 4月 16 日から 10 月 15 日まで及び 10

月 16日から 4月 15日までを計算期間とし、その額は、貴財団の「規程」附則３の二（7）によ

り算出した額とします。�

�

第4条　当行は、前条に定める計算期間毎に、当該計算期間の末日の属する月の前月の末日までに、

当該期間に係る融資取扱経費の支給を貴財団へ申請いたします。�

�

第5条　貴財団は、融資取扱経費の支給申請があった場合において、その申請が適当であると認め

たときは、第 3条に定める計算期間の末日から 30日以内にこれを支払うものとします。�

�

第6条　当行について、本確認書に定める各条項ならびに、次の各号のひとつでも該当した場合は、

貴財団は融資取扱経費の支給を打ち切ることができ、また貴財団の請求あるときは、当行はす

でに支給を受けた融資取扱経費の全部若しくは一部を返還いたします。�

１．当行が貴財団の「規程」附則３の二（8）に定める貸付金の運用基準（イ）（ロ）（ハ）（ニ）

の各号のひとつでも違反した場合。�

２．当行について貴財団の「規程」第 7条第 2項の所定の各号の事由のひとつでも生じた場合�

�

第7条　貴財団から借り受けた「災害支援資金」に基づき当行が融資を行った融資先について、支

払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の

申立てもしくは手形交換所の取引停止処分を受けたとき、あるいは事業を廃止したときは、原

則として貸付金は全額繰上償還いたします。�

以　上�

　当行は、貴財団に差し入れた　　　年　　月　　日付金銭消費貸借契約証書により、貴財団の貸

付業務規程（以下「規程」という）に規定する「災害支援資金」を、貴財団から借り入れるにあた

り、次の各条項にしたがうことを確約いたします。�

年　 　月　　日�

所　在　地�

名　　　称�

代表者氏名� 実印�

災害支援資金に関する確認書�

公益財団法人　日 本 財 団  御中 �

印　紙�

200円�
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年　 　月　　日�

所　在　地�

名　　　称�

代表者氏名�

申込者�

印�

貸付申込書兼融資内諾通知書�

1 .  貸  付  申  込  額�

2 .  貸  付  の  条  件    �

  （1）　利　　　率�

  （2）　償 還 期 限 �

  （3）　据 置 期 間�

  （4）　償 還 方 法 �

�

  （5）　利息の支払方法�

�

3 .  融  資  の  内  容  �

  （1）　融　資　先�

  （2）　融　資　額 �

  （3）　融資金の使途�

  （4）　融資の条件�

　（イ）融 資 金 の 利 率�

　（ロ）融資金の償還期限 �

　（ハ）融資金の据置期間�

　（ニ）融資金の償還方法�

�

4 .  貸付金の借入希望日�

5 .  融資の取扱店�

記�

金　　　　　　　　　　　　円�

�

年　０.１パーセント�

　　　　　年　　　月　　　日�

2015年４月14日まで据置くものとする�

据置期間経過後、毎年４月15日および10月15日の定期日に�

割賦償還し期限に完済する。�

毎年４月15日および10月15日の定期日に当日までの分を後払いし、�

最終の支払いは貸付金の償還期限に支払う。�

�

�

�

�

�

年　０パーセント�

　　　　　年　　　月　　　日�

2015年４月14日まで据置くものとする�

割賦償還とする�

�

　　　　　年　　月　　　日�

�

�

金　　　　　　　　　　　円�

　　　　　　　　　　建造（修繕）資金�

�

公益財団法人　日 本 財 団  御中 �

当行は、公益財団法人日本財団　定款第 4 条第 1 項第 3 号に掲げる貸付の業務の方法に関する

規程に基づく災害支援資金の貸付を受けたいので、別紙必要書類を添付して申込みます。なお、

貴財団から災害支援資金の貸付を受けたときは、下記融資先に対し、下記金額を融資すること

を内諾いたしましたので通知いたします。�
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融
資
内
諾
先
取
り
纏
め
一
覧
表
�

融
資
先
名
�

住
　
　
所
�

所
属
漁
協
名
�

合
　
計
�

融
資
希
望
金
額
（
千
円
）�

融
資
取
扱
支
店
�

１
�

２
�

３
�

４
�

５
�

６
�

７
�

８
�

９
�

10
�

11
�

12
�

13
�

14
�

15

取
り
纏
め
部
署
名
�

年
　
　
月
　
　
日
�

金
融
機
関
名
�
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金 融 機 関 の 連 絡 先 �

郵便 番 号：�

�

取り纏め部署の住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

�

�

金融機関の名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

　金融機関コード　　　　　　　　　　　�

�

代　表　者： 肩 書 称 号 氏　　名�

�

�

全店を取り纏める部署の名称：　　　　　　　　　　　　　　　�

�

取り纏め部署の担当者： 所属課（係） 氏　　名　　　　　　　　　　　　　　�

�

担当者の電話番号（市外局番から）：�

�

Ｆ Ａ Ｘ 番 号（市外局番から）：�

�

担当者のメールアドレス：�

＊貸付決定通知等に使用しますので、本店登記の住所にこだわらず、確実に連絡の届く本部の（取引
営業店ではなく）取り纏め部署の住所、電話番号等を記入してください。�

ふりがな�

ふりがな�
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融
資
金
の
使
途
（
融
資
先
名
、
船
名
、
融
資
金
額
、
な
ど
）
�

融
資
先
名
�

住
　
　
　
所
�

所
属
漁
協
名
�

融
資
金
額
（
円
）
�

融
資
金
の
償
還
期
限
�

融
資
金
の
使
途
明
細
�

１
�

２
�

３
�

４
�

５
�

６
�

金
融
機
関
コ
ー
ド
�

金
融
機
関
名
�

船
　
　
名
：
�

ト
ン
数
：
�

使
用
目
的
：
�

建
造
・
修
繕
の
別
：
�

そ
の
他
：
�
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「
災
害
支
援
資
金
」
融
資
取
扱
経
費
支
給
申
請
書
�

貸
付
金
の
口
座
番
号
�

金
融
機
関
合
計
�

融
資
の
相
手
方
�

貸
付
実
行
日
�

当
初
貸
付
金
額
�

申
請
対
象
期
間
�

の
貸
付
金
未
償
還
元
金
�

融
資
取
扱
経
費
の
�

支
給
申
請
額
（
消
費
税
含
）�

財
団
使
用
欄
�

金
融
機
関
コ
ー
ド
�

金
融
機
関
名
�

年
　
 　
月
　
　
日
�

住
　
　
　
所
�

金
融
機
関
名
�

代
表
者
名
�

印
�

公
益
財
団
法
人
　
日
本
財
団
　
御
中
�

下
記
の
貸
付
に
つ
い
て
、
公
益
財
団
法
人
 
日
本
財
団
 
貸
付
業
務
規
程
 
附
則
３
の
二
（
６
）
の
規
定
に
基
づ
き
、　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　

　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
の
分
の
融
資
取
扱
経
費
支
給
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。
�

＊
貸
付
金
の
口
座
番
号
は
貸
付
決
定
通
知
で
送
付
さ
れ
る
元
利
金
支
払
内
訳
表
に
印
字
さ
れ
て
い
る
口
座
番
号
で
す
。
�

＊
貸
付
決
定
通
知
後
に
送
付
す
る
、
災
害
支
援
資
金
融
資
取
扱
経
費
支
給
予
定
表
（
本
手
引
書
P
.1
9）
に
記
載
の
支
給
予
定
金
額
と
の
一
致
を
ご
確
認
下
さ
い
。�

＊
申
請
対
象
期
間
の
途
中
で
繰
上
償
還
等
に
よ
り
未
償
還
元
金
に
変
動
が
あ
っ
た
場
合
は
、
上
記
予
定
表
の
金
額
で
は
な
く
、
本
手
引
書
P
.1
1
記
載
の
１
年
日
割
計
算
法
で

計
算
し
た
額
に
消
費
税
を
加
算
し
た
額
を
申
請
額
と
し
て
下
さ
い
。（
消
費
税
額
の
円
単
位
未
満
は
切
り
捨
で
す
）�

＊
貸
付
金
に
延
滞
が
あ
る
場
合
は
（
融
資
金
の
延
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災害支援資金融資取扱経費支給予定表�

取扱経費支給基準日�
（ 年 月 日 ）�

貸付金の�
未償還元金�

融資取扱経費�
の額（A）�

融資取扱経費�
支給予定金額�
（A）+（B）�

消費税額�
（B）�

金融機関コード�

（円）�

金 融 機 関 名 �

事業者コード�

貸付金の口座番号�

事 業 者 名 �

（注） ＊本予定表は貸付金の償還終了時まで保存してください。�
 ＊貸付期間中において、貸付金の繰上返済や貸付金の延滞等があった場合、あるいは消費税率に変更�
 　があった場合は上記金額とは異なります。�
 ＊消費税額の円単位未満は切り捨です。�

2012年04月15日�

2012年10月15日�

2013年04月15日�

2013年10月15日�

2014年04月15日�

2014年10月15日�

2015年04月15日�

2015年10月15日�

2016年04月15日�

2016年10月15日�

2017年04月15日�

2017年10月15日�

2018年04月15日�

2018年10月15日�

2019年04月15日�

2019年10月15日�

2020年04月15日�

2020年10月15日�

2021年04月15日�

2021年10月15日�

2022年04月15日�

2022年10月15日�

2023年04月15日�

2023年10月15日�

2024年04月15日�

2024年10月15日�

2025年04月15日�

2025年10月15日�

2026年04月15日�

2026年10月15日�

合　　計�
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元利金支払内訳表�

元利金支払期日�
（ 年 月 日 ）� 未償還元金�

元　金� 利　息�

支 払 内 訳 �

合　計�

（円）�

合　　　計�
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◆ 提出書類チェックリスト ◆

金融機関　→　日本財団

（9月15日または1月16日まで）

（　　）融資内諾先取り纏め一覧表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥金融機関で１通

（　　）金融機関の連絡先 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥金融機関で１通

（　　）貸付申込書兼融資内諾通知書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥融資申込先毎に１通

（　　）災害支援資金借入計画書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥融資申込先毎に１通

（　　）災害支援資金借入計画書の添付書類一式

・（　　）罹災証明書

・（　　）罹災船の漁船原簿謄本または船舶登記簿謄本

・（　　）漁業協同組合の組合加入証明書

・（　　）印鑑証明書

・（　　）住民票（法人の場合は商業登記簿抄本）

・（　　）建造、修繕工事契約書写等

・（　　）船舶建造許可証写（許可が必要な船の場合）

・（　　）決算書または確定申告書写（３期分）

・（　　）会社経歴書または会社案内

＜書類送付先＞

日本財団　海洋グループ　貸付チーム

TEL：03-6229-5142（ダイヤルイン）　　FAX：03-6229-5150

〒 107-8404　東京都港区赤坂１－２－２　日本財団ビル

金融機関　→　商工中金（日本財団の代理店）

（資金実行日の7営業日前まで）

（　　）金銭消費貸借契約証書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥融資先毎に1通

（　　）融資金の使途 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥融資先毎に1通

（　　）元利金支払内訳表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥融資先毎に1通

（　　）災害支援資金に関する確認書 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥融資先毎に１通

（　　）印鑑証明書（金融機関の） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥融資先毎に1通

（　　）商業登記簿抄本（金融機関の） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥融資先毎に1通

＜書類送付先＞

株式会社商工組合中央金庫

事務集中センター（船舶代理貸担当）

TEL：042-397-6722　　FAX：042-390-7615

〒 189-0023　東京都東村山市美住町2-10-1






